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ンフルエンザ発生時に、所要の人員を迅速かつ十分に確保することができるか不

確実な状況となっている。 

ⅰ）口蹄疫（牛）については、16 道府県中 3 県（愛知県、鳥取県及び宮崎県）は

調整が終了しているが、残る 13道府県は調整が一部未了 

ⅱ）口蹄疫（豚）については、15 府県中 3 県（愛知県、鳥取県及び宮崎県）は調

整が終了しているが、残る 12府県は調整が一部未了 

ⅲ）高病原性鳥インフルエンザについては、17道府県中 6 府県（愛知県、大阪府、

鳥取県、島根県、宮崎県及び鹿児島県）は調整が終了しているが、残る 11道県

は調整が一部未了 

 

なお、農林水産省は、当省の調査実施後に、「平成 27 年度における高病原性鳥イ

ンフルエンザ等の防疫対策の強化について」を発出し、都道府県に対し、高病原性

鳥インフルエンザに関する動員計画について、作成していない県は直ちに作成する

こと、既に作成している県においても農場の規模を多段階想定した実効性のある動

員計画を作成すること及び人員確保のために関係市町村、関係団体等の調整を行う

ことを求めている。 

しかしながら、同通知においては、都道府県内の最大規模の農場の飼養頭羽数に

おいて発生した場合を想定した動員計画の作成を求めておらず、また、平成 27 年 9

月 30日現在、口蹄疫に関して動員計画未作成の是正等を求める通知は発出していな

い。 

 

【所見】 

したがって、農林水産省は、口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザ発生時におけ

る迅速かつ的確な対応が講じられるよう、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 口蹄疫に関する動員計画が未作成となっている都道府県に対しては、直ちに計

画を作成するよう指導すること。 

② 都道府県に対して、農場の規模を多段階想定した実効性のある動員計画（口蹄

疫及び高病原性鳥インフルエンザ）の作成に当たっては、都道府県内最大規模の

農場で発生した場合を含めるよう指導すること。 

③ 口蹄疫に関する動員計画における人員確保の実効性を高めるため、都道府県に

対し、関係市町村、関係団体等との調整を速やかに完了させるよう指導すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-⑵-⑥ 
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表 3-⑵-② 防疫指針（口蹄疫又は鳥インフルエンザ）における初動防疫に関する規定等

の内容（抜粋） 

○ 「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」（平成 23年 10月 1日農林水産大臣公表） 

第 2 発生の予防及び発生時に備えた事前の準備 
2 都道府県の取組 
⑺ 発生時に円滑かつ迅速に初動防疫対応を実施することができるよう、防疫に必要
な人員の確保、消毒ポイントの設置場所の調整、衛生資材及び薬品等の備蓄、重機
等の調達先の確認、死亡獣畜保管場所の確保等を行う。 

⑻ 家畜の所有者に対する指導及び発生時の円滑な初動対応に必要な家畜防疫員の確
保に努める。常勤の家畜防疫員を確保した上で、一時的又は緊急に必要な場合は非
常勤の家畜防疫員の確保が行えるよう、獣医師会等と協議してリストアップを行う
とともに、発生時にと殺等を円滑に実施できるよう、偶蹄類動物の取扱いに慣れた
保定者のリストアップを行う。 

また、他の都道府県で発生した場合に応援で派遣する家畜防疫員のリストアップ
を行う。 

 
第 6 発生農場における防疫措置 

1 と殺（法第 16 条） 
⑶ 患畜又は疑似患畜は、当該農場内で、原則として病性の判定後 24時間以内にと殺

を完了する。 
 

2 死体の処理（法第 21条） 
⑴ 患畜又は疑似患畜の死体については、原則として、患畜又は疑似患畜と判定した後 

72 時間以内に、発生農場又はその周辺（人家、水源、河川及び道路に近接しない場
所であって、日常人及び家畜が接近しない場所に限る。）において埋却する。 

 
 

○ 「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防
疫指針」 

平成 23 年 10月 1日農林水産大臣公表 平成 27年 9月 9日農林水産大臣公表 

第 2 発生の予防及び発生時に備えた事前
の準備 
2 都道府県の取組 
⑹ 発生時に円滑かつ迅速に初動防
疫対応を実施することができるよ
う、防疫に必要な人員の確保、消毒
ポイントの設置場所の調整、衛生資
材及び薬品等の備蓄、重機等の調達
先の確認、死亡家きん保管場所の確
保等を行う。 

 
⑺ 家きんの所有者に対する指導及
び発生時の円滑な初動対応に必要
な家畜防疫員の確保に努める。常勤
の家畜防疫員を確保した上で、一時
的又は緊急に必要な場合は非常勤
の家畜防疫員の確保が行えるよう、
獣医師会等と協議してリストアッ
プを行う。 
また、他の都道府県で発生した場

合に応援で派遣する家畜防疫員の
リストアップを行う。 

 （以下略） 

第 2 発生の予防及び発生時に備えた事前
の準備 

2 都道府県の取組 
⑹ 発生時に円滑かつ迅速に初動対
応を実施することができるよう、役
割を見据えた防疫に必要な人員の
確保、消毒ポイントの設置場所の調
整や地図情報システム等を活用し
た整理、衛生資材や薬品等の備蓄、
重機等の調達先の確認、死亡家きん
保管場所の確保等を行う。 

⑺ 家きんの所有者に対する飼養衛
生管理に係る指導及び発生時の円
滑な初動対応に必要な家畜防疫員
の確保に努める。常勤の家畜防疫員
を確保した上で、一時的又は緊急に
必要な場合は非常勤の家畜防疫員
の確保が行えるよう、獣医師会等と
協議してリストアップを行う。 

また、他の都道府県で発生した場
合に応援で派遣する家畜防疫員の
リストアップを行う。 

   （以下略） 
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